
 

社会福祉法人萌芽の森 めばえ保育園  

重要事項説明書  

R6.4.1 改定  

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人  萌芽の森  

事業者の所在地  〒811-2014 福岡県糟屋郡宇美町大字井野赤井手 560-2 

事業者の連絡先  092-692-1361 

代表者氏名  理事長  上田  真弘  

 

（２）施設の概要  

種別  保育所  

名称  めばえ保育園  

所在地  〒811-2014 福岡県糟屋郡宇美町大字井野赤井手 560-2 

連絡先  

（電話番号）  092-692-1361 

（ＦＡＸ番号）092-692-1362 

施設長氏名    園長   上田  真弘  

開設年月日   平成  29 年 7 月  21 日  

利 用

定員  

（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

3 人  6 人  6 人  8 人  8 人  9 人  40 人  

当園の基本理念・

方針  

保育理念  

こどもたちの可能性の種をまき一人ひとりいきいきと生きる力と  

たくさんの『めばえ』がある保育園  

保育目標  

たくましく心も体も健やかなこどもの芽  

（元気よく遊び 自分を大切にする子・課題に対してねばり強く挑戦  

する子  日常生活習慣を身につけた子）  

好奇心を広げ、夢をはぐくむこどもの芽  

（自ら進んで取り組みやり遂げる子  「ふしぎだな」「なんでだろう」

をたいせつにする子・様々な経験から工夫し活用する子）  



 

豊かな心をもつこどもの芽  

（ 人 を お も い や り ・ 人 に 感 謝 し 、 喜 び 悲 し み に 共 感 す る 子                        

みんなでよく考え仲良く話し合う子・  自分を表現できる子）  

保育方針  

生きる土台 

（すべての職員が、すべてのこどもを育む・日常生活習慣・発見、

気づき、主体性を大切にする保育）  

強さの種 

 （元気よく遊び、自分を大切にする子・課題に対してねばり強く  

挑戦する子・日常生活習慣を身につけた子）  

賢さの種 

（自ら進んで取り組みやり遂げる子  「ふしぎだな」「なんでだろ

う」をたいせつにする子・様々な経験から工夫し活用する子）  

  優しさの種 

（人をおもいやり、人に感謝し、喜び悲しみに共感する。みんなで

よく考え仲良く話し合う子・自分を表現できる子 ) 

 

（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  716.02 ㎡  

園庭  159.04 ㎡  

園舎  

構造  木造  

延べ   299.67 ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

 乳児室  1 室   

 ほふく室  1 室   

保育室  4 室   

 調理室  1 室   

 医務室  1 室   

 トイレ・沐浴室  2 室   

 

 



 

（５）職員体制（令和 6 年 4 月 1 日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  1 人   1 人   0 人  園の業務を統括する  

主任保育士  1 人   1 人   0 人  

園長を補佐し保育内容について保育士を統

括する。  

保育士  11 人  10 人  1 人  

保育に従事しその計画、立案、実施、記録

及び家庭連絡等の業務を行う。  

栄養士  兼  調理員  2 人  1 人  1 人  

子どもの発達に応じた栄養指導を行うとと

もに当園全般の食育を行う  

その他  2 人  0 人  2 人  衛生・調理・保育補助  

 

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  午前 7 時 15 分～午後 6 時 15 分（１１時間）  

保育短時間  午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  

朝：7 時～7 時 15 分  

夕：18 時 15 分～19 時  

保育短時間  

朝：7 時～9 時  

夕：17 時～19 時  

開所時間  

月～金曜日  午前 7 時 00 分～午後 19 時 00 分  

土曜日  午前 7 時 00 分～午後 18 時 15 分  

休業日  

日曜日  

祝日  

 

 

 



 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

延長保育料  

宇美町が定める料金  30 分  150 円   

一日の利用時間を合算し計算する。  

例  ) 朝 10 分  夜  20 分  合計 30 分のため 150 円となります  

給食費  4,500 円  ※土曜日は別途 1 日 200 円  ※対象： 3.4.5 歳児  

教育充実費  

1,600 円  めばえ保育園の教育を充実するため  ※対象： 3.4.5 歳児   

内訳  バスレンタル・電車・バス  １人 800 円  

園外保育・保育材料  1 人  800 円  他  行事代、観劇会代等含む  

（入園料は含まない）  

＊3.4.5 歳児  絵本教材  440～470 円  ＊保護者会  設置なし  費徴収なし  

＊主食【ごはん】  3,4,5 歳児  持参・ 0,1,2 歳児  持参不要  ＊園児保険代 315 円  年 1 回  

＊行事費：必要に応じて徴収  ＊卒園アルバム代： 10,000 円前後  3 月に徴収（対象： 5 歳児） 

【入園時及び必要に応じてかかる費用】  

 あやめ 

【５歳児】 

ゆり 

【4 歳児】 

ひまわり  

【3 歳児】  

すみれ 

【2 歳児】 

つくし  

【1 歳児】  

つぼみ 

【0 歳児】 

連絡ノート  140 140 140 490 490 490 

出席帳 +シール  610 610 610    

【お道具箱・制服】  

 あやめ 

【5 歳児】 

ゆり 

【4 歳児】 

ひまわり  

【3 歳児】  

すみれ 

【2 歳児】 

つくし  

【1 歳児】  

つぼみ 

【0 歳児】 

お道具箱   

はさみ 460 460 460    

のり 240 240 240    

パステル  580 580 580    

制服  

帽子 900 900 900 900 900 900 

ブレザー【男女】 6500 6500 6500    

ズボン・スカート  3600 3600 3600    

通園帽子  2500 2500 2500    

ポロシャツ  3200 3200 3200 3200   

体操ズボン  1800 1800 1800 1800   

カバン 3600 3600 3600    

名札 160 入園・進級時プレゼント  ※紛失、破損等の際は購入  

【入園時 および 他に 1 回程度回収するもの(共有物品)】＊不足次第ご連絡します。  

①  ティッシュペーパー5 箱(不足次第、集めます) ②トイレットペーパー・12 ロール 

③  おしりふき 0～2 歳児 6 個・3～5 歳児 3 個 ④雑巾またはタオル 2 枚 ⑤ふきん 1 枚 

⑥ ビニール袋 100 枚×2(L サイズ) 



 

（８）提供する特定教育・保育の内容  

自然を活かした環境遊び (草花あそび・昆虫採集・自然活用・登山 ) 

自然環境に恵まれた立地条件を生かし四季を通して散歩にでかけ、草花を愛し、自然に生

息する生き物を発見したり、観察をしたり「ふしぎだな」「なんでだろう」を大切にしま

す。また野菜を植え、育て、収穫を喜び調理等貴重な体験を大事にしてこどもたちの感性

を育て、自然を大切にします。  

知恵を出し合いみんなで協力し考え工夫し活用する (ものつくり・製作・絵画・運動 ) 

遊びの中で自分たちが、必要なものを自分たちで創意工夫しながらものつくりをしたり  

活用したりする楽しさを味わいます。様々な経験の中で感性豊かな芽を育てていきます  

元気いっぱいに楽しく運動遊び (手作りおもちゃ・公園あそび・伝承遊び・トレーニング ) 

こどもの遊ぶ力を大切に、遊びを通してこどもたちと楽しみながら運動能力の基礎づくり  

を行います。また、0.1.２歳児は、脳の発達が著しい時期です。当園担任のぬくもりある  

手作りおもちゃで指先あそびや素材を使ったおもちゃなど工夫して遊ぶことができます。   

少人数・縦割りと横割りを活かした  混合保育・応答的保育 

少人数であることから年齢に応じて細かく対応でき発達を考え応答的に保育を行っていき  

ます。また、製作・絵画等発達に応じて同学年で表現したり異年齢で協力したりとアッホ 

ーム的な環境の中で育んでいきます。  

小学校を見据えた給食提供  

 旬のものを採り入れ、学校給食を基盤に薄味で美味しい給食づくりに心掛けています。  

また、こどもたちに食に対する関心や命の有難みといった食育も行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（９）年間行事予定  

月  行事内容  

4 入園式  交通安全教室  内科健診  尿検査  

5 田植え体験  野草散策  防犯訓練  

6 参観日  芋苗植え体験  歯科検診  

7 七夕会  お泊り保育（ゆり・あやめ組）  水遊び  

8 プール遊び  

9 お月見会  運動会  稲刈り  

10 ハロウィン  内科健診  尿検査  

11 七五三  

12 発表会  クリスマス会  歯科検診  

1 七草  おもちつき  正月遊び   

2 節分  

3 ひな祭り  卒園式  

 

（１０）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  宇美町が行う利用調整による  

退園理由  

  ２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

  保護者から退園の申出があったとき  

  利用継続が不可能であると町が認めたとき  

  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

 

（１１）嘱託医  

医療機関の名称   権丈産婦人科  

医院長名   権丈  緑  

所在地  福岡県糟屋郡志免町志免 3-2-14 

電話番号   092-935-0505 

 

（１２）嘱託歯科医  

医療機関の名称  いずみ歯科小児歯科医院 

医院長名  泉水 朝二朗 

所在地  福岡県糟屋郡宇美町宇美 5-10-1 

電話番号  092-957-9770 



 

（１３）緊急時における対応方法  

緊急時の手段としてメールアプリ『コドモン』を登録いただき緊急時にはメールにてご

連絡させていただきます。既読がない場合等  電話にてご連絡をさせていただきます  

園での待機が危険と判断した場合は、避難場所へ移動いたします。  

【管轄する消防署】  

消防署名  粕屋南部消防署  

所在地  糟屋郡志免町大字田富 170 

電話番号  092-935-5111 

【管轄する警察署】  

警察署名  粕屋警察署  宇美交番  

所在地  糟屋町大字上隈 147-8 宇美町宇美 4-1-10 

電話番号  092-939-0110 092-932-0505 

 

（１４）非常災害対策  

防火管理者   園長  上田  真弘  

消防計画届出年月日   粕屋南部消防署  平成 29 年 7 月 13 日  

避難訓練   地震・火災・風水害・不審者対応の中から月に 1 度実施  

防災設備   消火器・誘導灯・非常警報器具  

避難場所   第 1 避難場所  井野公園   第二避難場所  井野公民館  

土砂災害時避難場所   宇美商業高校  

緊急時の連絡手段   メール配信及び電話連絡  

 

（１５）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者   原  真梨子  

相談・苦情解決責任者   園長  上田  真弘  

第三者委員  

 古館  さゆり  

 坂田  麻紀  

 

【要望・苦情等への対応方法】  

面接・電話・文章などの方法により  相談・苦情を受け付けています。  



 

（１６）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類   園賠償責任保険・園児傷害保険  

保険の内容   施設賠償・生産物  園児のケガ  

保険金額   対人 1 名 1 億円  対物 1000 万円   入院・通院  1 日 2000 円  

 

（１７）個人情報の取り扱い  

園児及びその保護者等に係る個人情報については，以下の目的のために必要最小限の範囲内にお

いて  使用します。  

・小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園に当たり入学する予定の小学校との間で情報

を共有すること。   

・他の園等へ転園する場合において、他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと。  

・緊急時において、病院その他の関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。  

・各自治体との連携を必要とする事項 (利用調整及び入園決定等について )の情報を共有すること。 

日ごろの子ども達の様子をキッズリー (園からのお知らせメール )やホームページを通じて

配信・掲載すること。【配信・掲載内容】  

- 園の運営方針や様子など- 子供の成長過程や日々の様子 - 連絡事項や注意事項の伝達  。 

以上のことについて保護者より同意書を記入いただき、個人情報に関する法令を遵守し、個人情

報の適切な取り扱いを実現する取り組みを実施します。  

 

 

（１８）虐待の防止のための措置に関する事項  

当園は、子どもの人権の擁護・虐待防止のために次の措置を講ずる。  

(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備  

(2)職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止  

(３ )虐待防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施  

(４ )その他虐待防止のために必要な措置  

当園は保育の提供中に当園の職員又は保護者 (又は養育者 )による虐待をうけたと思われる

園児を発見した場合は、速やかに、児童虐待防止等に関する法律に従い、宇美町役場こど

もみらい課・児童相談所等適切な機関に通報する。  


